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測量法第３０条の承認を得て作成された汎用地図データベースの 
取扱いについて（通知） 

 
 
 

国土交通行政につきましては、日頃より御理解と御協力をいただき誠にあり
がとうございます。 

測量法第３０条の承認を得て汎用地図データベースを作成する場合、「測量法

第３０条の承認を得て作成された地図データベースを利用する場合の使用承認
申請について（平成２６年１月２３日付国地地情第１４５号）」の通知に基づき
運用を行っておりましたが、個別製品のリスト及び成果品の提出につきまして
使用承認を得た者の負担を軽減するため手続方法を変更しました。今後は別紙
のとおり運用を行いますので通知いたします。 

これにより、「測量法第３０条の承認を得て作成された地図データベースを利
用する場合の使用承認申請について（平成２６年１月２３日付国地地情第１４
５号）」につきましては、廃止いたします。 
 
 
 
 

 
 

担当 
国土地理院 地理空間情報部 情報企画課 審査係 
電話  029-864-1111（代表） 内線 7355 
    029-864-4150（直通） 
mail  gsi-tsu6f-fukusei@gxb.mlit.go.jp  
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別紙 

 
１．汎用地図データベースについて 
 

様々な地図製品を作成する際の基となる地図データベースを「汎用地図デー
タベース」といいます。測量法第３０条の承認を得て作成した汎用地図データ
ベースから、一部のデータを切り出して GIS 等を構築するなど二次的な製品
を作成する場合、個別の承認申請は不要です。 

代わって、汎用地図データベースから個別製品を作成した場合は、汎用地図

データベースの利用報告として、作成した個別製品のリストを年度ごとにまと
めて作成し、成果品とともにご提出ください。また、成果品には承認番号を下
記のとおり明示してください。 

 
 
２．明示事項について 
 
(1) 汎用地図データベースの地図データを利用して作成する各個別製品には、

承認書に記載されている「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）」の文言
及び承認番号を明示してください。 

(2) 承認番号は、使用した汎用地図データベースの承認番号を基本とし、個別
製品ごとに順番に枝番号を附与して明示してください。 

 
(3) 明示する箇所は、成果品が紙媒体の場合は奥付等わかりやすい場所に、モ

ニターに表示する GIS 等の場合は表示画面及び出力図に、CD・DVD 等の場
合は表示画面及び出力図またはパッケージに明示してください。 

ただしモニター表示する場合で、承認番号を地図画像の表示画面と同時に
明示することが技術的に困難な場合においては、モニター上に「国土地理院」
の文字を明示してください。なお、この場合も、成果品の利用者が確認できる
画面において上記見本のとおり明示してください。 

(4) 複数の汎用地図データベースを使用して一つの個別製品を作成する場合、
全ての承認番号を明示してください。 

 
 
３．個別製品のリスト提出について 
 
(1) 汎用地図データベースから個別製品を作成した場合は、個別製品のリスト

を年度ごとにまとめて作成し、翌年度 4 月末日までに提出してください。 
(2) 個別製品のリストは、別紙様式のとおりに記載してください。 

Ⅰ．今後申請する汎用地図データベースについて 

（見本） 
測量法に基づく国土地理院長承認（使用）（承認番号 R ○JHs ○○○－１号） 
                                 ↑DB の承認番号 ↑枝番号 



４．成果品の提出について 
 
  成果品は製品ごとに、以下の方法（複数示している場合は、そのいずれか）

によりご提出ください。なお、承認番号を明示した箇所を含む成果品をご提出
ください。 

 
(1) 印刷物の場合 

・印刷物のデータ（最終原稿データ等） 
・印刷物のコピー（複写品） 
・印刷物 

※なお、複数地域の地図を作成するなど、地域が異なるだけの同一規格の
成果品が複数ある場合は、そのうちの一点を提出 

(2) CD 製品・DVD 製品・GIS 製品・ソフトウェア等の場合 
・出力図 
・表示画面をキャプチャした画像データ 
・製品 

※なお、画像データがない場合や、専用のソフトウェアを用いて読み込み
するデータの場合等については、パッケージの画像等を提出 

(3) Web サイトで公開する地図画像等の場合 
・Web サイトの URL を報告 
・会員向けサイトなど公開範囲を限定している場合は、表示画面をキャプチ

ャした画像データ 
(4) 立体模型等の場合 

・立体模型等の画像 

 
 
５．３及び４の提出先について 
 
(1) 電子メール等による場合 

国土地理院 地理空間情報部 情報企画課 審査係 
mail gsi-tsu6f-fukusei@gxb.mlit.go.jp 

(2) 郵送による場合 
〒305-0811 茨城県つくば市北郷１番 
国土地理院 地理空間情報部 情報企画課 審査係 

 
 
６．注意点について 
 
(1) 申請書には、様々な地図製品を作成する際の基となる汎用地図データベー

スである旨を明確に記載してください。 
(2) 汎用地図データベースは、3 年ごとに更新の申請をしてください。その際

に最新・適正な地図が使われているか確認しますので、申請内容は詳細に記載
してください。 

(3) 承認した汎用地図データベースに新たな調製等を行い、別種の汎用地図デ
ータベースを作成するような場合は、別途、測量法第３０条の使用承認申請が



必要です。 
(4) 汎用地図データベースそのものを販売する場合、購入者が新たに「汎用地

図データベース」の使用承認申請を行い、承認後は I のとおり手続を行ってく
ださい。 

 
 
７．手続等を行わない場合について 
 
 承認条件に違反したことになりますので、承認の取消等の措置を講じること
となります。 
 
 

 
現在、使用承認を得ている汎用地図データベースについても、Ⅰのとおりとし

ます。 

Ⅱ．現在、使用承認を得ている汎用地図データベースについて 


